
第4次総合計画の施策体系を使ったイメージ

【基本施策】 【施策の概要】
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※（　）内の数字は第4次総合計画後期基本計画の施策体系番号です。

職員の資質向上

住民の自主的活動の喚
起・支援

新たなコミュニティの形成

（Ⅶ－3）

政策判断の合理性を高める

まちづくりを支える人材・組織を育成する

（Ⅶ－5）

既存のコミュニティの支
援・育成

コミュニティの核となる人
材の育成

事故（人的被害）対策

コミュニティを大切
にするまちづくり

（Ⅴ－1）

コミュニティを形成する

安全な生活を確保する 災害（土地・建物被害）対
策（Ⅴ－3）

犯罪対策
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